
審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 平成３０年度第１回津市図書館協議会 

２ 開催日時 
平成３０年８月９日（木） 

午後１時３０分から３時まで 

３ 開催場所 津図書館 ２階視聴覚室 

４ 出席した者の氏名  

（津市図書館協議会委員） 

安部 彰、内田秀哉、鈴木眞理子、野口寛子、古谷正和、松

林秀典、眞部貴子、山川みなみ、 岡美紀、和気尚美 

（事務局） 

教育長 倉田幸則 

教育次長 宮田雅司 

教育研究支援課長 伊藤雅子 

津図書館長（兼）津図書館図書事務長 山下三佳 

津図書館奉仕担当主幹 溝田尚美 

津図書館奉仕担当副主幹 山口理絵 

津図書館図書館管理担当副主幹 三村有紀 

津図書館図書館主事 中山太志 

５ 内容 

⑴ 会長及び副会長の選出について 

⑵ 平成２９年度事業実績について 

⑶ 平成３０年度事業について 

⑷ 図書館の運営方法及び配置等について 

⑸ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

教育委員会事務局津図書館図書館管理担当 

電話番号 ０５９－２２９－３３２１ 

Ｅ-mail  229-3321@city.tsu.lg.jp 

 

議事の内容  下記のとおり



＜事務局＞ お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今から平成３０年度

第１回津市図書館協議会を開催いたします。 

本日は、お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 

本日の進行につきましては、事項書３の協議会の会長、副会長が選出され

るまでの間、私が務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

早速ですが、会議に先立ちまして、委員の皆様へ津市教育長から委嘱状を

交付させていただきますので、交付の際にはその場で結構ですので、ご起

立をお願いいたします。 

それでは順番に読み上げさせていただきます。 

 

教育長 （委員各席で委嘱状交付） 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。委員の皆様には、２年間の任期中、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

それでは開催にあたり、改めまして津市教育長からご挨拶を申し上げま

す。 

 

教育長 はい、失礼いたします。津市の教育委員会で教育長をしております倉田

と申します。皆さまには、平成３０年度第１回津市図書館協議会に、お集

まりいただたきましてありがとうございます。また、重ねまして、さて先

ほどお渡しさせていただきましたけれども、本当にいろんなことでお世話

をおかけいたしますけれども、よろしくお願いいたします。さて、この読

書活動の推進、この場では、津市の図書館の機能充実というあたりをご審

議、ご協議いただくことになろうかと思いますが、津市の図書館ではです

ね、今から詳しくお話があろうかと思いますが、さまざまな課題を抱えて

おります。まず、その図書館にですね、貸出の登録をしていただいている

方の数というのが減少傾向、そういう中で、どのようにこう市民の方に図

書館に足を運んでいただくとかですね、図書館の機能を十分に享受してい

ただいて、それぞれいろんな方の生涯学習の糧にしていくかという、今後

ですね、さまざまなことを考えていく必要があると。だから、子どもたち

を含めて市民の方の読書活動を活発にしていくためのいろいろな手立てだ

とか、そのあたりの手段とかいうあたりにつきましても、皆さまのご意見

をいただきながら、津市の市民の方が読書活動に親しんでいただいて、そ

れぞれの生涯学習の中で、豊かな人生を営んでいただくということで、津

市の方もいろんなお手伝い、支援をさせていただこうと考えておりますの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。続きまして事項書２でございますが、津市図

書館協議会委員の皆様をご紹介させていただきます。 

お手元の津市図書館協議会委員名簿をご覧いただきたいと思います。 

私のほうから順番にお一人づつ、お名前を呼ばせていただきますので、

簡単で結構ですので自己紹介をお願いしたいと思います。 

それでは、最初に、安部 彰様お願いします。 

 

安部委員 はい。ただいまご紹介に与りました、安部彰と申します。県立看護大学に

この４月に着任しました。自分の専門は哲学、倫理学なのですが、大学で

は、それに関連する科目、本学は看護学生を養成する大学になりますの

で、看護師になる学生たちの倫理教育に主に携わっています。今、申し上



げましたように、私はこの４月にまだ津に来たばかりなので、５月に津市

の方に転入してきたので、おそらくですけれども、この今日いるいらっし

ゃる皆さんの中で、一番津市民としては新参者にあたるのではないかと思

っております。ですので、津市民としての先輩である皆さま方、津市こと

についていろんなことを教えていただきたいと考えておりますし、それを

踏まえて、皆さまと一緒に津の図書館、よりそういう地域に根ざしたよい

図書館にしていくためにこの協議会等を通じて、いっしょに検討していけ

たらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、内田秀哉様お願いいたしま

す。 

 

内田委員 僕は長岡町に住んでます。現在は年金生活者です。爺さんであります。こ

んな爺さんでもお役に立つことがあるかなと思い、応募させていただきま

した。以前にも応募したんですけれども、くじ引きで外れまして、今回は

うまいことくじ引きに入りましたもんで、この協議会の委員をさしていた

だいています。今後ともよろしくお願いたします。 

 

<事務局> ありがとうございました。それでは、次に、鈴木眞理子様お願いいたし

ます。 

 

鈴木委員 私は一志図書館の方で、図書館を拠点におはなし会を行っておりまして、

一志図書館が合併する以前から行っていますので、一志町内の小学校、幼

稚園、保育園でおはなし会をしております。もう長くなるんですけれど

も、私は、以前津市一志町に住んでいたのですけれども、ちょっといま事

情がありまして、松阪の市民になりまして、津の事情はちょっと今、分か

らないんですけれども、いろいろ教えていただきますようお願いいたしま

す。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、野口寛子様お願いいたしま

す。 

 

野口委員 津子どもＮＰＯセンターからきました、野口と申します。津子どもＮＰＯ

センターは、センターパレスの地下１階にあるのですけれども、津市から

は、ファミリーサポートの事業や、津市まん中こども館などの事業を委託

されやっております。その中でも、子どもたちのいろんな姿まで、見えて

きているんですけれども、本当に、津子どもＮＰＯセンターは、津子ども

劇場の時代から４０年以上本当に地域の子どもたちと活動しているんです

が、絵本をこう見たりとか絵本ワールドというようないろいろな事業を展

開してまいりました。で、その中で、小さいときから、子たちが絵本に親

しむ本に親しむということに、取り組んでまいりました。また、そういう

ことも、これからもいっしょにやっていけたらと、思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、古谷正和様お願いいたしま

す。 

 

古谷委員 津市立戸木小学校の校長の古谷と申します。よろしくお願いいたします。

この４月に着任させていただきました。１学期の子どもたちの様子を見て

おりますと、特に読書の姿といいますのは、うちの学校でも図書館ボラン

ティア方に入っていただきまして、読み聞かせというのを毎週していただ



いております。子どもたちは、本を聞かせてもらうというのを喜ぶんです

わ。ただ、アンケートを取りますと、自宅での読書習慣というのがなかな

か根付いていかないという実態があります。そこの部分をなんとか読書習

慣というのを根付かせるような取り組みを、学校でも考えてるおるところ

です。そういったヒントをいただける場になるとうれしいなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、松林秀典様、お願いいたし

ます。 

 

松林委員 垂水で建築屋を営んでおります松林と申します。私、子どもが小学校４

年生と２年生とあと５歳の３人の子どもがおりまして、地域の大人がやっ

ぱり子どもに対して、地域でちゃんと活動しているという姿を見せること

が地域を活発にする何かかなと思いまして、長女が１年生のときから、南

が丘小学校で読み聞かせボランティアに参加させてもらっておりまして、

昨年度は子ど読書推進協議会に参加させていただいた関係でこちらの方に

応募させていただきました。また子どもたちが本を読むことで、やっぱり

いろんな成長があると思いますので、そういうものに少しでも関われたら

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、眞部貴子様、お願いいたし

ます。 

 

眞部委員 津市ＰＴＡ連合会に所属させていただいています。ＰＴＡ連合会の方で

も、ＯＢの方が読み聞かせというのをちょっとされているんですけれど

も、私まだそれをしている現場を見てないので、あんまり詳しく言えない

んですけども、実際、私にも中学生と小学生の子どもいるんですけど、親

の方が小さいときから読み聞かせをしてて、本が好きになってすごく読む

子もいれば、全然読み聞かせもしたことがない親がいて、やっぱそうなっ

てくると、国語の授業とかでも本読みが苦手な子も多いのかなぁってなん

となくこう周りの子たちを見てて思うところがあります。なので、保護者

の観点からでも、本をどうしたら一冊でも多くこう読んで好きになっても

らえるのかなぁっていうのをいろいろこの場でも何か情報を得ていけたら

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、山川みなみ様、お願いいた

します。 

 

山川委員 よろしくお願いいたします。新町小学校から参りました山川みなみと申

します。新町小学校に来させていただいて４年目になります。小学校では

図書館教育を担当させていただいています。本当に、来たときには、図書

館教育の担当をさせていただいて、学校の中の図書の時間だけでなくて、

お休み時間に地域の方に来ていただいて読み聞かせの会をしていただいた

り、保護者の方に図書ボランティアとして来ていただいて、図書室の中を

飾っていただいたり読み聞かせをしていただいたり、今年ははじめて、私

が来てから初めて、津市図書館さんから団体貸出をさせていただいて、ほ

んとにたくさんの新町小学校には無い本をたくさん子どもたちに見ていた

だく、見てもらうことができました。そんなふうに地域の方と関わってい

くことで、子どもたちの読書活動はどんどん進めて行けるんだなぁという

ことをとても感じています。津市の図書館についても私まだまだ分からな

いことたくさんありますので、ほんとにこの任期を通して学ばせていただ



きたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、 岡美紀様、お願いいたし

ます。 

 

岡委員 岡です。安濃町の図書館のボランティアをさせていただいています。

３０年ぐらい前から、図書館ができる前からなんですけれども、自分たち

の子どもが小学校に入る時にやはり読書離れということをすごく言われた

んです。今の比ではないと思いますけども。そのころから子どもたちに本

を読み聞かせるということで、今のその小学校の朝読ですとか、それから

幼稚園とか保育園とかそういうところに行かさせていただいています。最

近は小学校というかお子さんだけじゃなくて、年配の方、デイサービスと

か老人ホームとかそういうところからも声がかかって行かさせていいただ

いたりとか、安濃図書館さんにはおんぶにだっこですごくお世話になって

おります。これからも少しでも、図書館の、図書館ができたときのわくわ

く感をみんなに知っていただきたいなと思ってさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、次に、和気尚美様、お願いいたし

ます。 

 

和気委員 和気尚美と申します。三重大学の地域教育開発機構という組織で、教員

をさせていただいております。私の専門は図書館情報学という分野でし

て、特に公共図書館が専門です。研究の主なテーマとしては、外国にルー

ツを持つ方々に関心がありまして、そういった方々が現状として図書館を

どういう場として利用しているのか、図書館はどういうサービスを提供し

ているのか、今後どういう展開が可能なのかということに関心がありし

て、今までは北欧のデンマークの図書館であるとか、国内ですと新宿の方

の図書館で実際に館内を利用している外国にルーツを持つ方に、すいませ

ーんと言ってインタビューを取ってっていう研究をしております。で、私

も、私は２０１７年２月に三重大学に着任したので、私も津市民としては

新参者なので、津の図書館事情はよく把握できていないですけれども、皆

さんにいろいろ教えていただきながら、社会的なマイノリティーにも図書

館が扱いやすい場になっていくために、微力ながら何かできたらなぁとい

う思いでおります。どうぞよろしくお願いいします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは次に、当協議会事務局の職員を紹介

させていただきます。 

（教育長、教育次長、教育研究支援課長、津図書館長、津図書館職員の

紹介） 

ここで、本日の出席者数をご報告いたします。 

委員１０名中、１０名の方が出席いただいております。 

よって、津市図書館協議会条例第５条の規定による、会議成立の条件で

ある委員の半数以上の出席を満たしておりますので、当会議が成立してい

ることをご報告申し上げます。 

また、この会議につきましては津市情報公開条例第２３条により、これ

を公開としております。 

同様に、会議録につきましても、後日公開をいたしますことから、ご覧

のとおり会議内容を録音しております。 

よろしくご了承賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本日の傍聴者は、ございません。 



 

 それでは配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

（配付資料の確認） 

 事項書 

 協議会委員名簿、事務局職員名簿 

津市図書館要覧 平成３０年度版 

資料１  平成２９年度事業報告 

資料１－１平成２９年度テーマコーナー・資料展示 

資料２  平成３０年度津市図書館行事予定一覧 

資料３  津市手づくり絵本コンクール 

資料４  津市内図書館位置図等 

資料５  県内における市立図書館の状況 

資料６  図書館数の比較 

公立図書館の指定管理者制度について―２０１６ 

図書館における指定管理者制度の導入について２０１７年調査 

毎日新聞８/６教育の窓 

図書館関係部分抜粋 津市教育振興ビジョン 

図書館たいむず ７月・８月 

手づくり絵本教室案内チラシ 

ようこそ図書館へ 第２３号・第２４号 

 

 続きまして、事項書３の会長及び副会長の選出をお願いしたいと存じま

す。 

お手元の「津市図書館要覧」4 頁の「津市図書館協議会条例」をご覧いた

だきたいと存じます。第４条で「協議会に会長及び副会長１人を置き、委

員の互選により定める。」とされております。会長、副会長の選任につき

まして、いかがいたしましょうか。 

 

山川委員 事務局の方で何か案はありませんか。 

 

<事務局> よろしければ事務局の方から推薦させていただいてもよろしいでしょう

か。 

 

委員 （「異議なし」の声あり） 

 

＜事務局＞ ありがとうございます。それでは、皆さま方の御理解をいただけたとい

うことで、事務局から会長及び副会長を推薦させていただきたいと存じま

す。 

会長を古谷委員に、副会長を野口委員にお願いしたいと存じますが、い

かがでしょうか。 

 

委員 （「異議なし」の声あり） 

 

＜事務局＞ ありがとうございます。それでは、会長と副会長のお二人には、席の移

動をお願いいたします。 

 

会長・副会

長 

（会長席、副会長席に移動） 

 

＜事務局＞ 議事に入ります前に、お二人に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。

会長の古谷様からお願いいたします。 

 



会長 失礼します。推薦いただきました戸木小学校の古谷でございます。お一

人お一人の紹介の中で、いろんな立場の方が委員としてみえているなぁと

いうふうに感じています。自分は、ほんとに学校の、学校現場から、とく

に子どもたちの読書習慣を定着したいという視点を持ってしか見ていない

部分がありますので、こう幅広いご意見をいただいて、そういう意見をそ

の生涯学習という観点から子どもたちへの読書習慣へつなげていけるよう

なそういうビジョンをできたらなと感じておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。副会長の野口様よろしくお願いします。 

 

副会長 推薦いただきました野口です。よろしくお願いいたします。私も今まで

やってきた中で、ほんとに図書館っていうか絵本に親しむという特化した

事業は担当していないんですけれども、やはり子どもたちを見ていまして

絵本の大切さとかっていうのは、重々、いままでの活動の中でよく分かり

ましたので、そういうことが、あの、これから生まれてくる子どもたち、

そして今育っている子どもたちにもずっとやっていけたらなと思っていま

す。それを皆さんと考えられていければなと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ ありがとうございました。それでは、事項書４以降の議事の進行につ

きましては、会長にお願いしたいと思います。 

 
会長 はい、失礼します。それでは事項書に沿って進めていきたいと思いま

す。 

まずは、事項書４の平成２９年度事業実績について、事務局の方から説

明をお願いします。 

 

<事務局> 恐れ入ります。座って説明をさせていただきます。 

それでは、平成２９年度の事業実績につきまして、平成３０年度版津市

図書館要覧に沿いまして説明をさせていただきたいと思います。 

まず、１頁から２頁にかけまして、施設の概要です。市内の図書館９館

２室を運営させていただいており、それぞれの所在地、電話番号、休館

日、開館時間、職員数、当初予算額などが記載されています。 

この中で、２頁の平成２９年度、平成３０年度の予算の内容ですが、図

書館費というのは、人件費、維持管理費などの図書館全体にかかる予算に

なっておりまして、資料費は、図書資料やＤＶＤなどの視聴覚資料の購入

費用でございます。今年度の全体の予算額は減ってはいるのですが、資料

費は据え置くことができました。適正な予算執行につとめていきます。 

次に、３頁は組織図、４頁はこの津市図書館協議会の条例となります。 

次に、５頁から１３頁までが図書館資料の統計資料になります。 

まず、５頁から６頁かけまして、⑴図書資料ですけれども、６頁中段あ

たりの合計欄をご覧いただけますでしょうか。一般書、７６万４，０５７

冊、児童書、３３万６，７７２冊、合わせて１１０万０，８２９冊所蔵し

ている状況でございます。 

次に、７頁をお願いします、⑵特別集書でございます。こちらは、市内

の篤志家の方々からご寄贈いただきました古文書等の一覧となります。整

理が済んだものにつきましては、目録が作成してあり、閲覧することがで

きるようになっております。市外、県外の方からも閲覧にみえる方があり

まして、広く活用されております。 

次に、⑶視聴覚資料でございますが、こちらは全ての館に視聴覚資料が



ある訳ではございませんが、ＣＤ、ＤＶＤ等の所蔵点数となります。 

次に８頁から１３頁までは、雑誌・新聞の所蔵状況と保存年限の一覧に

なっております。 

次に１４頁をお願いいたします。地区別貸出登録者数でございます。 

こちらは平成２９年度中に図書館の資料を借りていただいた人の数にな

ります。 

地区別貸出登録者については、市内在住の方が２９，７４３人、市内在

勤・在学の方を合わせますと、３０，４２６人の方にご利用いただいたと

いうことになっております。 

そして、その利用者の方を年齢別に分けましたのが、その下の表になり

ます。区分は、未就学児、小学生、中学生、高校生、大学生、それ以降は

年代別、さらに６６歳以上となっています。 

次に１５頁から１９頁までは利用状況となっております。 

１５頁から１６頁にかけてですが、１６頁中段の合計欄をご覧くださ

い。一般書の貸出冊数は、８１万８，６１６冊、児童書は５２万０，７１

６冊、合計で１３３万９，３３２冊の利用がございました。 

１７頁をお願いいたします。月別の曜日別の貸出冊数の一覧となってお

ります。土曜日・日曜日、７・８月の夏休みの利用が多い状況が現れてご

ざいます。 

次に１８頁をお願いいたします。こちらは視聴覚資料も含めた個人利用

と団体貸出の利用状況となります。合計で１３９万４，４９６点の利用が

ございました。 

１９頁をお願いいたします。それぞれの利用の内訳でございます。 

団体があるのは、団体貸出している件数で、団体に対して１か月間（３

０日）貸出する制度がございます。先ほども、中学校さん方で利用されて

いるということでしたが、こちらの方は利用された冊数でございます。 

次は郵送貸出でございます。来館が困難な障がい者の方に対して、郵送

でやり取りする制度になります。また、相互貸借は、津市図書館に所蔵が

なく、提供できない場合に、市外・県外の図書館と本の貸し借りを行って

いるものです。 

平成２９年度は他の図書館から１，８０４冊借り受けし、津市図書館か

ら他の図書館へは４，７０１冊を貸し出しています。 

２０頁は、各種指数でございます。（１）市民一人当たりの館別貸出点

数、（２）が在勤・在学者を含む登録者一人当たりの貸出点数、（３）地

域別登録者一人当たりの貸出点数、（４）地域別登録率、（５）市民一人

当たりの館別蔵書冊数、（６）（７）は当初予算額に対しての額というこ

とで、（６）市民一人当たりの館別資料費、（７）貸出コストといたしま

して貸出点数１点当たりの図書館費でございます。 

次に２１頁をお願いします。過去５年間の推移です。平成２５年度から

平成２９年度までの５年間の蔵書冊数・個人貸出点数・団体貸出点数の推

移でございます。５年前から見ますと、個人貸出の点数は、伸びている状

況でございます。 

次に２２頁は学校支援の研修講座の状況です。こちらは、学校への支援

を効率的に進めるために、教育研究支援課と連携を取りまして、学校図書

館の司書、ボランティアの方を対象に研修会を行いました。 

次に２３頁は社会見学、職場体験等の受入状況となっております。 

次に２４頁から２７頁までは、行事等で、図書館主催事業で行いました

おはなし会や講座などの行事の実績でございます。各図書館において、定

期的なおはなし会を行いました。 

また、２６頁の上から２つ目、暮らしに役立つ図書館講座といたしまし

て、昨年は「子どもと本の心地よい居場所というテーマで児童図書館研究



会三重支部様にご協力いただきまして、「学校図書館編」「公共図書館

編」「児童書専門店編」「ワークショップ編」の４回講座を開催いたしま

した。 

同じ頁の下の方の講演会というところですが、講演会は、著名な作家を

お迎えし、開催をしております。津図書館は金田一秀穂さん、久居ふるさ

と文学館は青山友美さん、白山のうぐいす図書館は杉山あきらさんによる

講演会を行いました。こちらの内容は、今お配りしております、一番下に

配付させていただきましたようこそ図書館へ第２３号第２４号に詳しくそ

のときの様子を載せさせていただきました。 

２８頁には、図書館での行事等にご協力をいただいているボランティア

グループの紹介でございます。 

２９頁は視聴覚ライブラリーの状況でございます。少し機械等はかなり

古くなってきている状況で、あまり利用されてはいないのですが、ビデオ

プロジェクターなどの機器、教材、８ミリビデオ、ＤＶＤの貸し出し状況

になっております。一番下教材の部分の社会教育等のところに数本貸し出

した状況があります、こちらは高等学校や短期大学の教材として利用とい

うことでございます。 

次に、資料１、平成２９年度の重点目標に対する報告を、お願いしま

す。２９年度に実施しました重点目標に対する取組結果ということでご紹

介しております。１番の子どもと本が出会える場所について考える講座

や、作家や作品を知ることにより読書や図書館利用に対する興味を広げる

ための講演会を開催します。と掲げまして、そちらの内容につきまして

は、先ほど行事等で報告した講座と講演会の内容となっております。２番

の子どもの読書活動推進のため、子どもが読書に親しみ、読書習慣を身に

つける機会を提供するおはなし会等を実施します。これに対しましては、

こちらも先ほどの行事等の方の頁の内容にございました、おはなし会を開

催いただいたときの参加者の人数を挙げさせていただいております。あと

児童図書の購入冊数は、④とございますが、１０，５７５冊購入すること

ができました。３番の体の不自由な方への情報提供支援として、大活字本

の受入れやデイジー図書等の利用について検討します。こちらにつきまし

ては、大活字本の受け入れを積極的に行い、全館での所蔵冊数は４，４７

５冊となりました。また、デイジー図書等録音資料の提供について他の図

書館に調査を行いました。資料１の一枚めくっていただいてご覧いただい

たのが、図書館の状況でございます。津市におきましても提供方法につい

て検討を進めていきたいと思っております。 

以上で、平成２９年度の事業実績等の説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 

会長 大変内容が多いんですが、今、事務局からの説明を聞いていただきまし

て、ご質問やご意見がありましたら、出していただきたいと思います。 

 

安部委員 （挙手） 

 

会長 はい、お願いします。 

 

安部委員 私、不勉強なもので教えていただきたいのですが、最後にご説明いただ

いた部分なんですけども、デイジー図書というのはどのような図書のこと

を指すのかちょっと教えてください。 

 

会長 では、事務局お願いいたします。 

 



<事務局> デイジー図書の方ですけども、デイジーという規格がございまして。 

 

安部委員 規格。 

 

<事務局> 規格の内容になるんですけども。デイジーという規格で作られた図書に

なりまして、特別な機器を使って見ていただいたりとか、そういうものに

なっているんですが、この受入れ状況の表にもありますように、サビエ図

書館という全国規模でデータの方やっているところが扱っているものです

とか、こちらですと利用料が必要になりまして、申し込みをして登録した

館が利用できるという状況です。 

 

安部委員 パソコンのその音読ソフトみたいな。 

 

<事務局> そうですね。 

 

安部委員 使って読めるような。 

 

事務局 とくに、専用の機器があったりという形。 

 

安部委員 はい、どうもありがとうございました。 

 

会長 他にご質問ご意見いかがでしょうか。 

 

内田委員 （挙手） 

 

会長 はい、内田委員お願いします。 

 

 事業に関しましてですね、今年度の図書館の予算、どのくらいで、どう

いうふうに予算の内に、例えば蔵書を買うとか、そういう資料はないので

すか。 

 

<事務局> 予算のうちのどのような部分でお答えをすれば。 

 

内田委員 要はいろいろ事業をするためには、お金が必要なわけでしょ。 

 

<事務局> はい。 

 

内田委員 だから、どのぐらいの予算を今年度はあって、当然、教育委員会の予算

のうちの図書館の予算となるかとどうなのかよくわからないのですが、結

局津市が予算交付するわけですよね、でそれがどのぐらい図書館には今年

度あって、それでこの予算のうちの、まあおおざっぱで結構なんですが、

例えば新しい本はどのぐらいのお金で買ったとかそういう話はないんです

か。 

 

<事務局> 先ほどの要覧でいいますと、２頁のところになるんですが、図書館費と

して総合計、２頁の下の欄になりますが。 

 

<事務局> ３億７，６８９万１，０００円、そのうちの図書資料ですね、資料の購

入費用が６，８００万弱が、本や視聴覚資料の購入に充てております。 

 

内田委員 これ、津市全部の図書館のお金ということ。 



 

<事務局> そうですね、こちらの方、図書館別にも数字が挙げておりまして、資料

費のところを、ずっと上の方をみていただきますと、こちらリージョンプ

ラザ（の津図書館）の資料費につきましては、２，６００万。そういうふ

うに見ていくのです。 

久居ふるさと文学館と河芸図書館につきましては、単独施設の図書館で

すもので、施設の費用もそちらに含まれております、全体の中には。で資

料費については、純粋な資料の購入費用としています。 

 

内田委員 基本的に、だから、図書に対する支出なんですね。 

 

<事務局> そうですね。 

 

内田委員 図書館のその構造物に対してやっぱ修理とかそういうのは別に、この予

算からは支出しない。つまりハードウェアに関しては予算に入っていな

い。 

 

<事務局> 今もありましたように、久居ふるさと文学館と河芸図書館につきまして

は、施設の管理費も図書館費に含まれております。 

 

内田委員 図書館費の中にそういうものが入っている。 

 

<事務局> はい。 

 

内田委員 入っているということ。 

 

<事務局> はい、他のその２館以外につきましては、複合施設になっておりますの

で、別のところの費用で賄っておるということになります。 

 

内田委員 わかりました。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

 

内田委員 はい。 

 

会長 他によろしいでしょうか。 

 

和気委員 （挙手） 

 

会長 はい、お願いします。 

 

和気委員 １９頁の下半分のところの方に、インターネット端末利用件数とあるの

ですが、これは設置、常設されているパソコンの利用件数ですか。 

 

<事務局> そうですね。検索でありますとか、いわゆるヤフーとかそういうのが見

れるようにっている端末です。 

 

和気委員 近年、図書館の資料の提供機能の他に、さらに、情報の提供の獲得支援

が重要視されているかと思うのですが、そういう中で、館内の無線ＬＡＮ

の設置ですととか、なにかそういう、タブレットの貸出ですとか、何か取

り組まれている何か事例がありましたら、ご紹介を。 



 

<事務局> タブレットの貸出というのは、行ってはいないです。はい。図書館の中

で 

見ていただくということになります。 

 

和気委員 無線ＬＡＮは。 

 

<事務局> 無線ＬＡＮは入っておりません。無料Ｗｉ－Ｆｉなどそういったものも

取り入れては今のところございません。 

 

会長 よろしいですか。 

 

和気委員 はい。 

 

会長 他にいかがでしょうか。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

 

内田委員 すみません。 

 

会長 はい、お願します。 

 

和気委員 細かいことなんですけども、去年、講演会をされて、そのとき、人によ

って違うと思うんですけれども、講師の方というのは、どの辺のお金を払

われる。 

 

<事務局> そうですね。予算額として、津図書館で行う一般向け講演ですけれど

も、予算額は３０万円。 

 

和気委員 全部。 

 

<事務局> 一回ですね。 

 

和気委員 そうすると、それ全部使こうても宜しいんですね、一回で。 

 

<事務局> 一回で、はい。 

 

和気委員 そうすると、その、結構、あの、ここに書いてある、金田一さんとか有

名な方とか、結構のお金を払わないと来ないんじゃないかと思って。 

 

<事務局> いわゆる交渉でもって、当然、予算額をオーバーするわけにはいきませ

んんので、その額でお越しいただける方、また旅費も含めた状態でのお越

しいただける方ということで、限られた方になろうかと思います。 

 

和気委員 大体３０万ぐらいということなんですね。 

 

<事務局> そうですね、その他の方も、またちょっと金額違うんですけれども、あ

とお二人、青山さんと杉山さんっていう来ていただいているんですけれど

も、こちらの方は、また金額の方は、３０万円に満たない額というふうに

なっております。 

 



会長 はい。そのほかよろしいですか。 

 

会長 それでは、次に、平成３０年度事業について、事務局から説明をお願い

します。 

 

<事務局> 失礼して、着席のまま説明させていただきます。 

それでは、平成３０年度事業について、ご説明いたします。 

図書館要覧の３０頁をご覧ください。 

近年、図書館の果たす役割はますます重要なものとなってきています。 

津市図書館は市民の課題解決のニーズの多様化や専門化にも対応できる

よう、９館２室のそれぞれの図書館が地域の利用特性を考慮して資料の収

集や整備を行い、蔵書を充実させるとともに、読書相談やレファレンスサ

ービスなどの充実に努め、相互に連携しながら、図書館利用の向上を図る

ための条件を整えていきます。 

また、図書館を身近にとらえていただけるよう、子どもから大人までが

気軽に来館できる環境づくりに取り組むとともに、図書館活動を広くお知

らせするため、情報発信に努めます。 

次に、子どもたちが読書に親しむきっかけとなる読み聞かせや読書の重

要性についての理解を深めるために、おはなしボランティアを養成するた

めの講習会などを実施し、その受講生やボランティア団体に活動の場を提

供するとともに、協働しておはなし会等の行事を実施します。 

さらには、学校図書館に対しては、司書教諭等と連携をとりながら子ど

もたちが読書により豊かな人間性や情操を育んでいけるよう、読書活動を

充実させるための支援に努めていきます。 

次に平成３０年度の重点目標としまして、 

１番子どもを取り巻く環境が変化していく中、地域の歴史や偉人につい

て学ぶ講座や作者や作品を知ることにより読書や図書館利用に対する興味

を広げるための講演会を開催します。これに関しまして、資料２の２頁を

ご覧ください。地域の歴史や偉人について学ぶ講座としまして、久居ふる

さと文学館ですけれども表の中ほどですが、今年生誕２００年、北海道と

命名されて１５０年ということで注目されています、松浦武四郎の生涯に

ついての講座をつい先日実施しました。他にも「図書館で学ぼう！」と題

し久居藩のことなど「久居の歴史」について、また「久居の文学者」の講

座も予定しています。 

次に２番の子どもの読書環境の整備を推進するとともに、子どもが読書

に親しむための事業の充実に努めます。具体的には、各館でおはなし会や

読み聞かせをそれぞれ催し、読書に親しむきっかけづくりに取り組んでい

ます。また、４月の下旬から５月の下旬に子ども読書週間がございますが

この週間に合わせて、本を題材としたゲームを行い、本の世界を楽しんで

もらいました。具体的には、こちら資料２の１頁の下から３行目のこども

読書の日の行事、それから、５頁のうぐいす図書館では、うぐいす図書館

の下から４行目のこども読書の日イベントということでおしり探偵のゲー

ムを取り扱っております。そのほかおはなし会など各館の詳細について

は、こちらの資料をご利用ください。 

続いて３番目になりますが、従来の広報紙やホームページに加え、ＳＮ

Ｓ等を利用し、様々な情報発信に取り組んでまいります。広報紙として

は、「図書館たいむず」といいまして、お手元にお配りしましたオレンジ

色の資料です。こちらが図書館たいむずで、毎月１回広報つに折り込んで

おります。また、ＳＮＳ（Social Network Service）等に関しては、現

在、登録をされました特定の利用者の方々についてですが毎月３回メール

を送信しまして、新着情報などをお知らせしています。その他の情報につ



いて、媒体も含め検討していきたいと思います。 

最後に、資料３ですけれども、第９回津市手づくり絵本コンクール募集

要項をご覧ください。今年で９回目となりました手づくり絵本コンクール

ですけれども、絵本を通して子どもの読書活動を充実させ、豊かな情操を

育むため、創作絵本のコンクールを実施いたします。作品募集期間は、９

月１日（土）から３０日（日）までとしまして、審査につきましては、津

市長賞ほか２賞の６点を１０月１１日（木）に審査員による審査を行いま

す。また、本に出会えるまちで賞５点は、市民投票により決定いたしま

す。 

作品の展示につきましては、津図書館視聴覚室、こちらの会場にて１０

月１３日（土）から２８日（日）まで開催して、その内市民投票受付期間

は、１０月１３日（土）から２１日（日）までといたします。 

こちらの広報につきましては、実施に関するポスターやチラシを、市内

の保育所、学校、幼稚園、児童館、公民館などにお送りしまして、ホーム

ページへのへの掲載を行っています。 

 

会長 はい、ありがとうございました。平成３０年度事業について説明をして

いただきました。委員の皆さまからご質問ご意見がありましたら、いただ

きたいと思います。よろしくお願します。 

以上で、平成３０年度事業について、ご説明を終わらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

松林委員 いいですか。 

 

会長 はい、松林委員お願いいたします。 

 

松林委員 この、いろんな事業をたくさん考えていただいていて、非常にありがた

いというか、子どもを持つ親としては非常にありがたいなと思うんです

が、この手づくり絵本コンクールにしてもその他の情報にしても、やっぱ

り情報が一般、一番下まで届いていない、非常にこう来てないなという印

象で、で僕今南が丘小学校で、ＰＴＡ会長さしていただいているんです

が、昨年度の、この絵本コンクールに当校の子どもが受賞されてまして、

それを学校長も誰も知らないと、そういうふうな状況にもありまして、や

っぱりそうなってくると、じゃあ次年度、応募するかというとやっぱりし

ないのかなと。この情報発信、ＳＮＳ等利用されてしていただくとはいう

ものの、ＳＮＳもやっぱり登録した方に対してのメルマガ的なものという

ことなので、今ね、お隣にＰ連の方も見えるんですけど、なんていうんか

なＰＴＡなんかも利用していただいて、もっとこう子どもたちへの発信が

できるような形が、必要なんじゃないかなとも思うんですが、今後のさま

ざまな情報発信に取り組みますというあたりでどういったことをお考えで

いらっしゃるのかなというところで、ご意見いただければ。 

 

<事務局> 今、把握しているのはそういうフェイスブックでありますとかＬＩＮＥ

とかいろんな手法があるか思んですが、そういったものも活用できたらな

あということで、今参入できるように、今検討中ということになっており

ます。 

ＰＴＡさんの利用といいますと、どのような発信方法になりますでしょ

うか。 

 

松林委員 Ｐ連使えば。 

 



眞部委員 こちらの方では、資料等いただければ、月一回ほど会議を行っています

ので、そのときにまあ。ただ中学校区に対して一人代表が来ての会議にな

ってしまいますので、各学校に対して、直接こうやりとりというのは、中

学校区ごとになってしまいますので、そこまでが末端まで上手に行くかど

うか難ししいのですが、ただ年に数回研修等設けていまして、各学校に動

員をかけての研修会ですので、必ず参加者の方がいらっしゃいますので、

そういうときに一緒にチラシであるかとなにか情報とか提供することは、

可能だと思います。 

 

<事務局> この募集要項とかポスターについては、夏休み前には、小学校、中学

校、また高校や大学も含めてですね、保育園、幼稚園から大学まで送らせ

てらせていただいている状況にあるんです。あと公民館と児童館には配付

というのはさせていただいているんですが、なかなか保護者様の手元の方

には届かない情報だったのかなと思っております。ＰＴＡの方、そういう

研修があれば、そちらの方にも発信していければなと思いますので、今後

検討させていただきます。 

 

会長 はい、よろしいでしょうか。 

 

松林委員 大丈夫です。 

 

会長 他によろしいでしょうか。 

 

会長 今の情報発信の部分で、ご意見をいただいたんですが、その他の部分に

つきましても、何かご意見がありましたら、お出しください。 

 

内田委員 お願いします。 

 

会長 はい、内田委員お願いします。 

 

内田委員 指定管理者制度ってのがありますわね、あれについて津市図書館として

はやっぱ検討されているのかあるいはもう全くそういう制度に興味がない

のかという、はい。 

 

<事務局> そうですね、ただ、今、この後の事項書ですけれども、６番のところで

ですね、少しお伺いしたいと思っておるところなんです。 

 

会長 そしたら、６番のところで触れていただくということで、よろしくお願

いします。 

その他いかがでしょうか。 

 

岡委員 すいません。 

 

会長 はい、 岡委員お願いします。 

 

岡委員 はい、あの、子どもたちに、自分たちも子どもたちにお話をするという

ことで始まったボランティアグループなんですけれども、最近、あの、ご

年配の方からの要請が多いんです。あるとき、ほんとにこちらも記憶力が

おかしいんで忘れてしまったんですけれども、認知症のサポーター講座み

たいなものがあって、図書館司書さんたちがレファレンスするときにその

借りたことも忘れるっていうこのなんていうかな、返却してくださいねっ



てお願いしても、それを忘れているような人が、お客様で増えているって

いうのを読んだんです、新聞で。こういうサポーター講習などを読んでる

と、結局、少子高齢化になってきて、図書館としても、子どもさんは裾野

はもちろんなんですけれども、年配の方も、っていうのも、私思うんです

けど、図書館に行くとおじさんが多いです。自分、おばさんなんですけ

ど、おじさんが多いです。とにかくお家にいらっしゃってもちょっとおる

場がないのかなって思われる、退職されたご年配。でもその方々も年を取

っていく、もちろん自分も年取っていく。この中で、私たぶんかなり年配

の方だと思うんですけれども、他人ごとではなく認知だとかそういうこと

も可能なわけですよね。そういうようなことも図書館これから考えていか

なければいけないんじゃないかなって、子どもたちからに読み聞かせの活

動を始めてたのに、そういうところからの要請がすごく今多いんですよ。

デイサービスだとかいわゆるなんていうんですか老人ホームとかそれから

グループホームとか、そういうところにも読む。そういうところで、例え

ば、この、この前なんか読んだところ、「ひさの星」なんかを読ませてい

ただいたんですけれども、そうすると、そのいわさきちひろさんの絵本を

見て思い出されて、自分が子どもに読んであげたわとか、この絵が好きな

んだわとか言って、それがまた刺激になって、いわゆる認知症を妨げる、

妨げるじゃない、改善するようなもことあるようなんです。津図書館どう

か知らないんですけれども、安濃図書館、私は安濃なんですから思うんで

すけれども、合併してからどうなのか分からないんですけれども、地域の

憩いの場でもあるわけですよね、図書館っていうのは。で、図書館のレフ

ァレンス来て、なあこんなん教えてさ、こんなん教えてさって、ある意味

世間話プラスアルファでいて、だけど、この人認知症だから放ったからし

にするわっていうんじゃなくて、そういう対策もこれからはちょっと考え

ていけないんじゃないかな。もちろん、子どもは大事ですに。子どものこ

とを第一に行っていかなければいけないんだけども、図書館ってまぁ世俗

的なことを言ったら、本借りていただいてなんぼの図書館だと思うんで

す。で、図書館って、すごいサービス業だと思うんです、私は、勝手なこ

とながら。ですから、地域に根ざしていただいて、あの、拗ねているわけ

じゃないけども、津市に合併して良かったって言っていただけるような図

書館を目指して欲しいなと思う。だから、（旧）津市民の方は、そんなに

感じていないのかもしれない。本屋さんもあるし、どこ行っても娯楽ある

し、そんな子ども一人で行けるところはいっぱいあるけれども、大人が行

けるところもいっぱいあるけれども、田舎はそうじゃないんです。ですか

ら、公共交通機関、よくあの免許を返上したら三重交通の切符を差し上げ

ますよって、あんなんいつ走っとるんっていうところに住んでる者もおる

んです。それと同じように、子どもだけじゃなくて、お年寄りのサポート

っていうのも、これからの図書館は必要じゃないかなって思います。余計

なことを申し上げました。 

 

<事務局> ありがとうございます。あの貴重なご意見承っておきます。わりとどう

しても教育委員会におりますと、子ども中心で物事を考えることがとても

多いんですけれども、こちら図書館につきましては生涯学習の場、社会教

育の場ということになりますもので、あらゆる年代の方にご利用していた

だけるように、利用しやすいように行っていきたいと思っております。な

かなか、その老人施設に出向くというのは、私どもからは、職員の数とい

うのは、難しいと思いますけれども．．．。 

 

岡委員 いや、例えば老人施設なんかにも団体貸出なんかあってもいいんじゃな

いかなと。 



 

<事務局> どうぞご利用していただけるとありがたいんですが、なかなかそれを、

そういう制度をまだ知っていただいていないことを、私どもも感じており

ますので、やはりその部分についても力を入れて進めていければと思って

おりますので。ありがとうございます。 

 

会長 ありがとうございました。あの僕にも無かった視点で、裾野を広げるた

めにはまず子どもと思ってしまうんだけれども、お話聞かせていただいと

って、そういえばそういう視点も大事だなと感じました。図書館行って

も、ここで、本読んでおられる方って高齢の方が多いですよね。とくに交

通の便が悪い地域なんかは、憩いの場になっているっていうのは、大事な

視点かなって思いました。ありがとうございました。 

 

和気委員 （挙手） 

 

会長 はい 

 

和気委員 今のお話をお伺いして、あの一つだけ、資料１の平成２９年度の事業報

告に大活字本ですとかデイジー図書の話あったかと思うのですけれども、

大活字本ですとかデイジー図書ですとか子ども向けの児童書とか絵本、サ

ービスの枠、垣根を低く設けることで、よりいろんな、その高齢者にとっ

ても、絵本とか児童書も読みやすいと思いまして。以前、東京の方でイン

タビューをしたときに、なかなかその児童コーナーで、絵本を読んでみる

ことに抵抗があるっていう話を聞いたことがあって、孫に借りるふりをし

て借りているとかいう話を聞いたこともあって。少しだけ配置を変えるだ

けでも、あらゆる市民の方が、利用しやすい。その資料の利用、とくにそ

の特定しないような、配架の工夫ですとかいうので、多様な市民にいろい

ろ資料が届くのかなということを思いました。 

 

<事務局> ありがとうございます。ちょっとご紹介しなかったんですけども、資料

１－１という資料、平成２９年度テーマコーナー資料展示という資料なん

ですけれども、ここのリージョンプラザ（の津図書館）もそうなんですけ

れども、１階の方行っていただきますと入ってすぐ真ん中のところに、コ

ーナーを設けたりしております。こちら、皆さんが通るところにというこ

とになりますので、そちらもまあ大人の方が児童書の方の本を取って、設

けてですね、手に取ることができる状態になっております。今、お伺いい

たしまして、いろんな方が、年齢を問わず、本を見ていただくようなコー

ナーっていうのは大事なことなのかなと、今後もこういうテーマコーナー

行ってまいりますけれども、ちょっとそういった、今お伺いしたようなこ

とを念頭に置きまして、職員の方も配置の方を考えていきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

野口委員 すいません。 

 

会長 はい、野口委員。 

 

野口委員 私は、よくちょっと、仕事に入ってくる前までもボランティアでしてい

ることで、幼児っていいますか、絵本のコーナーとか子どもの本のコーナ

ーに行くんですけれども、本当に素敵な絵本がいっぱいあって、それを見

ているだけで心が豊かになっていくんです。ですので、ほんとにそういう

ことをすぐ手に、子どもの本だから行きにくいんなとふうにたぶん思われ



ないような配置が、全部が全部出来てしまうとまたそれも大変なことには

なると思うんですけれども、やっぱりお勧めの本みたいな形で、いつもこ

う、前に出してもらっていると思うんです。そういうふうにぱっと目につ

くような形の利用の仕方というか、誰でもが絵本でもそれから他の難しい

本でもこう利用でできるようになればと思います。すいません。 

 

<事務局> ありがとうございます。 

 

会長 それでは、次に事項書６図書館の運営方法、配置等について事務局から

説明をお願いいたします。 

 

<事務局> 事項書６の図書館の運営方法及び配置等について、ご説明いたします。 

 

津市図書館は９館２室あり、地域の身近な情報拠点であり、地域に根ざ

した生涯学習の場として市民に親しまれ、利用される施設になっていま

す。 

津市の公共施設の多くが高度成長期に集中的に整備しており、一斉に更

新の時期を迎えつつあります。その改修や建て替えに伴う費用は多額とな

ることから、人口減少や財政状況を勘案しますと、現状の施設総量のまま

維持し続けることは困難であると予想されます。 このような中、平成２

９年策定の津市公共施設等総合管理計画がございます。   

図書館につきまして、総量配置や運営方法の今後のあり方について、こ

の津市図書館協議会の中で、ご議論いただきたいと思います。  

今回は、資料等を提示いたしまして、お考えいただき、次回、ご意見等

を頂戴したいと思います。 

 

資料４の津市内図書館位置図等をご覧いただけますでしょうか。 

津市図書館９館２室は、美杉図書室を除いて、合併前市町村がそれぞれ

設置した施設をそのまま引き継いでおり、位置図の赤丸で示したところで

ございます。このうち、図書館単独の施設は、久居ふるさと文学館と河芸

図書館の２館で、その他は、各地域の文化センターなどに併設される複合

施設となっています。また、右下の表は、各地域の人口、図書館の延べ床

面積と登録者数でございます。 

資料５は、県内における市立図書館の状況でございます。１図書館あた

りのカバー面積順となっており、数字の小さい方が充実していると考えま

す。津市は、県内３番目に位置しております。また、資料６は、県庁所在

地の４６市の比較で、１７番目に位置しております。カバー面積は、平均

値に近い状況でございます。裏面は同規模人口都市の状況でございます。 

 

次に、運営方法でございますが、津市図書館の運営は、施設設備の保守

や清掃業務など一部の業務は民間に業務委託しておりますが、図書館業務

は市直営で行っております。他の自治体においては、施設管理業務や図書

館業務について民間事業者等が参入されている図書館があります。資料５

の一番右の欄をご覧ください。県内で言いますと、松阪市と伊勢市が、指

定管理者制度を導入しています。指定管理者制度は、地方自治法第２４４

条の２第３項の規定に基づき、公の施設の管理運営を、法人やその他の団

体に包括的に代行させる制度であり、多様化する市民ニーズに、より効果

的・効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつ

つ、市民サービスの質の向上と経費の縮減等を図ることを目的とするもの

です。津市図書館では、平成２２年に導入の検討を行っており、人件費に

ついて試算をした結果、経費の縮減にならなかったことと、３年から５年



で指定管理者が代わる指定管理者制度が図書館になじまないのではないか

ということで、指定管理者制度の導入は見送ってきた状況でございます。 

桑名市が導入しているのが、ＰＦＩ方式で、こちらは民間の資金と経営

能力・技術力を活用し、施設の設計段階から民間が参入する手法です。桑

名市では、３館のうち中央館１館が平成１６年から平成４６年までの３０

年間のＰＦＩ方式の契約を行っています。 

また、参考にしていただく資料といたしまして、公益社団法人日本図書

館協会が指定管理者制度について、調査研究された資料「公立図書館の指

定管理者制度について２０１６」と「図書館における指定管理者制度の導

入等について２０１７年調査報告」、８月６日の毎日新聞の記事の写しを

お配りしています。 

図書館の運営方法及び配置等についての説明については以上です。よろ

しくお願いします。 

 

会長 はい、ありがとうございました。 

図書館の運営方法及び配置等について、とくに今説明していただいた管

理者制度のあたりについては、示していただいた５つの資料、これを次回

までに、この資料を基にして、次回の第２回のときに、意見をだしていた

だくということですが、どうしてもこの場で聞いてきたいことがありまし

たら、お出しください。 

 

会長 よろしいでしょうか。 

 

岡委員 すいません。次回はいつ開催予定なんでしょうか。 

 

<事務局> 通例ですと、２月ぐらいになるんですけれども、ひょっとするとちょっ

と早くさせていただくかもしれません。ちょっと間を置いてということに

なります。秋は行事が多いものでございまして。 

 

岡委員 早めに連絡を。 

 

<事務局> はい、ありがとうございます。させていただきます。 

 

岡委員 ２月か３月ですね。 

 

<事務局> １月、２月ごろになろうかと思います。 

 

岡委員 ３月じゃなくて。 

 

<事務局> そうですね、３月は遅すぎるかなと私も思っておりますが。 

 

岡委員 そうですよね、予算ですものね。２月ね、次回開催は。 

 

<事務局> はい。 

 

会長 はい、よろしいでしょうか。 

それでは、最後に事項書７その他の事項についてですが、何かございま

すでしょうか。 

 

内田委員 （挙手） 

 



会長 はい、内田委員、お願いします。 

 

内田委員 図書館で、外国人が結構多いんですよね、特に外国人の親はともかく、

子どもたちはそれなりに言語ができて、学校で文章を理解する機会も多い

と思うんですけれども、図書館ではその外国人に対する対応を考えられて

いるんでしょうか。 

 

<事務局> 対応というのは、本を読んでいただく、本の収集であるとかということ

になりますね。 

 

内田委員 そういう、イベントだとか、事業をされるとか、外国人をターゲットに

考えられているか。 

 

<事務局> 図書館たいむずの裏面なんですが、うぐいす図書館におきましては、英

語で遊ぼうという月１回、洋書絵本のおはなし会を行っております。 

外国語で書かれた本、無いわけではないんですが、出版されている手に

入るというのは少ない状況でもございます。当然、海外から購入するとい

うのは大変困難な状況ですので、外国語で書かれたものというのは少ない

かなと、まあゼロではない。その方々をターゲットにというのは、特別に

思って催しを行っているのは今のところございません。 

 

内田委員 まあ、大変かと思いますけどね。ブラジルからの結構多いですよね。彼

らは英語できない。スペイン語か何語かわからない、それをできる日本人

がいない。その子たち、学校教育でも大変だと思うんですよね。完全に排

除されてしまって、特に大人はね、なんだかんで仕事してくんだと、子ど

もたちは学校行ったらそれだけで、学校でかなりスポイルされてしまうよ

うな感じになってしまうんです。図書館や学校は、そういう人たちを受け

入れるアイデアがなんかあればという話です。 

 

<事務局> 図書館単独では、ちょっと考えられない、広がりはないと思いますの

で、他の団体さん、ボランティア団体さんになるのか、社会教育団体さ

ん、外国につながるような団体さんとちょっとこうアクセス取って、コミ

ュニケーション取りながら模索していければとお話を伺いまして思ってお

ります。 

 

教育長 ご質問はその外国籍の方とかが図書館にみられたときに、利便性そうい

うふうなことを含めてのご質問ということですね。 

 

内田委員 そういうことです。 

 

教育長 プラスもうちょっと利便性を考えた運営をできないのかなということで

すね。 

 

内田委員 そういうことです。 

 

<事務局> ご案内について自体はコミュニケーションボードというのを作成してお

りまして、ポルトガル語でありますとか、スペイン語、英語、などの主な

言語についてコミュニケーションボードを使って、その方とやり取りはで

きる状態にはなっておりますが、それで会話できるのは、本借りたいんや

けどどうしたらいいのとか、トイレはどこにあるのとか、そういうふうな

部分というのは、カバーしているつもりではあるんですが。 



 

内田委員 図書館に、正面から入ってきたときに、日本語ばっかあふれているじゃ

ないですか。だから、例えば、インフォメーションみたいな形で、一か所

だけその英語以外の複数の言語の看板というか、みたいなことでもいいん

です。 

 

<事務局> コミュニケーションボード自体が、皆さんがぱっと入ってきて、見える

ところにないのかな、気づいていただいてないということもあるのだと。

またその配置につきましては、またこちらも方も考えていきます。はい。 

 

教育長 補足ですけれど、図書館のことではないのですが、小中学校に在籍する

外国につながる子どもたちについては、津市だいたいおっしゃる通りで、

非常に全国的にも多いです。いわゆる日本語指導が必要な外国につながる

子ども、外国ルーツの子どもたち、だいたい６００人ぐらい、津市には小

中の学校にいまして、在籍率３パーセントぐらいが、いわゆる日本語指導

が必要な子どもたちがおります。津市はだいたい５年ぐらい前から、日本

語まったくできなくて転入してきた子どもたちのためには、センターパレ

スに集めてそこで指導するきずな教室というのがございます。津市、広ろ

うございまして、皆がセンターパレスに来ることができませんので、その

場合は在籍するそれぞれの学校に行って、市民の方から募集したボランテ

ィアとこちらの職員を使って、その学校に行って短期間に集中して、生活

の言語とか学習で必要な言語を教える移動きずなというのですけども、拠

点のその大きなきずな教室センターパレスありまして、今申し上げたよう

に、各学校に在籍する子ども、その学校を受けるための移動きずなってい

うのも、こう今、人権教育課中心にやらしていただいて、ちょっとこう自

慢の中からで、かなり大きな成果を上げてまして、数字的なことをいいま

すと、今から１０年ぐらい前は、中学校３年生を卒業して、いわゆる高校

に進学できる、あるいはできる、できたといいますけども、できた子ども

たちっていうのは５０％強だったんです。それが、ここもう２、３年は９

３％から９４％というふうに、すごく拡大に。これはやはり一番多かった

のは市民のボランティアの方のお力も借りて、いろんな方の連携の中で、

三重大のお世話にもなっているんですけれども、その大きなネットワーク

の中で、そのような成果を上げているというようなことがございます。さ

っきおっしゃっていただいたように、こう、非常に津市としては外国につ

ながる方、もちろん含めてですけれども、大変多く集中している都市あり

ますので、またほんとに、今の発展については考えていきたいと思いま

す。以上です。 

 

会長 ありがとうございました。 

 

和気委員 すみません。今の話を聞いて、私も国内でかなり外国にルーツを持つ方

が多く住んでいるエリア、たとえば静岡の浜松ですとか、大阪の豊中です

とかも図書館に視察に行ったりとか、調査で伺ったりしてるんですけれど

も、そういうところで、いろいろ多言語の資料揃えたりですとか、多言語

の読み聞かせをしたりですとか、いろいろやってはいるんですけれども、

なかなか利用者が伸びないというどこもかなり課題を抱えているというの

が現状で、なかなか３０年度の事業の計画を見てかなりたくさんあると思

うので、これにプラスして多文化サービスというとかなり大変になってし

まうかなと思うので、先ほど館長がおっしゃっていたように、コミュニテ

ィーのことをよく知っている団体さんとのコネクションをより強めていく

ことで、やはりコミュニティーに入っていって、そもそも図書館が無料だ



ということを知らないですとか、出身社会のブラジルで図書館を一度も利

用したことがないですとか、図書館は学生が行くための場所だと思ってい

たですとか、そもそも図書館がその彼らの自由に利用できる場ということ

を知らない、かなり垣根が、敷居が高い場所っていうイメージを持ってい

る方もいるので、そういうイメージを壊して、図書館を利用してもらうと

いうことになると、やはりそういったコミュニティーに入って活動してい

るＮＧＯ、ＮＰＯさんですとか、っていうそういった団体の方のネットワ

ークとか、とうまく連携していくというのが重要になるのかなということ

を思います。 

 

<事務局> 恐れ入ります。ありがとうございます。 

 

安部委員 私もちょっと。 

 

会長 はい、お願いします。 

 

安部委員 今のお話の流れなんですけれども、その確かにその利用者数というのが

増えるというか、利用者数を増やさなきゃいけないという図書館としての

命題の一つとは思うのですが、ただその、ただ単に利用者数が伸びればい

いのかというと、そういう話ではなくて、今のお話を聞いてすごく思った

のですが、仮に利用者数の増加につながらないとしても、その、図書館と

して、地域に多様な属性を持った人に開かれた、 岡委員が居場所ってい

う言い方されましたけれども、そういう意味でいうと居場所っていうの

は、多様な人に開かれた場所ということで、開かれていることが重要な事

なんじゃないかと思うんですよ。それで実際に利用するかしないかとい

う、もちろんそりゃ利用してほしいし、利用してもらうために仕掛けてい

くことが大事だと思うんですけれども、ただ、ただ単に利用者数を伸ばす

とか、ある意味図書館にとっては目に見えた成績ですけれども、そこはそ

の軽視するわけではないんですけれども、しかしその図書館として、公共

図書館としてきっちりと、津の図書館はしっかりしてるんだということを

ちゃんとアピールすることができれば、そこに対する市民の評価ていうも

のをきちんとついてくるんじゃないかと、むしろついてこさすような、い

ろんな展開っていうのを、これまでされてきたことをもっとさらにいろい

ろといいますか、推進していただけますと、いい図書館になっていくのか

なと、特色のある図書館になっていくのかなと感じました。なので、先ほ

ど内田委員がおっしゃったことは非常に大事だと思っていて、その、メッ

セージだと思うんです。つまり。多言語が表示されているということ、表

示されているともちろん対応しないといけないコストといいますか、出て

きますけれども、メッセージを看板でも、要は排他的じゃない、そういう

メッセージを表明するということの持っている意味があると思いますし、

そういうような部分で、もちろん難しい部分も拝察しますけれども、そう

いう意味では、そのなんていうかな、これまでやれられてきたとこれまで

培ってきた実践と理念があると思いますので、そこをなんか、津の図書館

としては強く持ち続けて、良い図書館を作っていっていただきたいなと思

います。すみません、長くなりまして。 

 

<事務局> ありがとうございます。 

 

会長 ありがととうございました。 

 

会長 その他の部分で事務局からはいかかでしょうか。 



 

<事務局> 皆さんに、ご経験のもと、ご意見等アドバイス等いただきましたこと、

ありがとうございます。 

では、たくさんの資料をもちましてご説明させていただきました。少し

でも津の図書館知っていただきたいなと思います。今後も、ちょっと宿題

も皆さんに出してしまったところで申し訳ないのですけれど、それこそよ

り良い図書館に向けて、図書館づくりをしてまいろうとしておりますの

で、ご協力お願いいたします。 

 

会長 それでは、これで本日の議事を終了いたします。今日は、はじめての会

議ということもありまして、事務局からの報告を中心に議事を進めてまい

りました。今後は委員の皆さま事務局が一体となってより良い図書館の実

現に向け、協議を重ねていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

事務局の方から挨拶はよろしいですか。 

 

<事務局> 本日はどうもありがとうございました。お暑い中ですけれどもお体の方

お気を付けいただきますようお願いいたします。 

 

会長 では、これを持ちまして平成３０年度第１回津市図書館協議会を閉会い

たします。 

 
 


